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１ 上越教育大学教員採用試験受験・合格状況及び教員就職状況

（１）教員採用試験受験・合格状況（公立学校）

① 学 部 各年 11月 30日現在

区 分 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

受験者数 １４５人 １４１人 １４３人 １１０人 １０７人

145 141 143 110 107
受 験 率 66.2% 219 64.1% 220 66.5% 215 65.1% 169 66.0% 162

合格者数 ２９人 ２９人 ４０人 ３６人 ４４人

29 29 40 36 44
合 格 率 20.0% 145 20.6% 141 28.0% 143 32.7% 110 41.1% 107

② 大学院（現職教員を除く）

区 分 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

受験者数 ５５人 ５５人 ７２人 ６７人 ５４人

55 55 72 67 54
受 験 率 53.4% 103 43.5% 124 57.6% 125 49.3% 136 52.4% 103

合格者数 １０人 １８人 １１人 １６人 １３人

10 18 11 16 13
合 格 率 18.2% 55 33.3% 55 15.3% 72 23.9% 67 24.1% 54

（２）教員就職状況（公私立学校及び公私立幼稚園）

① 学 部 各年５月１日現在

区 分 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

正 規 ３７(18.5%) ３９(19.7%) ４３(21.0%) ４１(25.0%) ５０(32.7%)

臨 時 ６９(34.5%) ７２(36.4%) ７８(38.0%) ５７(34.8%) ４９(32.0%)

計 １０６(53.0%) １１１(56.1%) １２１(59.0%) ９８(59.8%) ９９(64.7%)

卒業者数 ２００ 人 １９８ 人 ２０５ 人 １６４ 人 １５３ 人

② 大学院（現職教員を除く）

区 分 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

正 規 １３(14.0%) ２１(20.2%) １７(14.9%) ２１(16.9%) １５(17.2%)

臨 時 ２６(27.9%) ３４(32.7%) ４５(39.5%) ４１(33.1%) ３０(34.5%)

計 ３９(41.9%) ５５(52.9%) ６２(54.4%) ６２(50.0%) ４５(51.7%)

修了者数 ９３ 人 １０４ 人 １１４ 人 １２４ 人 ８７ 人



２ 上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱要項

平成16年６月16日

（ ）学 長 裁 定

平成16年11月17日改正

上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱要項

（趣旨）

１ この要項は，国立大学法人上越教育大学学則（平成16年学則第１号）第75条第２項の

規定に基づき，大学院学校教育研究科学生のうち，職業を有している等の事情により３

年間にわたり計画的に教育課程を履修する者（以下「長期履修学生」という ）に関し。

必要な事項を定める。

（申請資格）

２ 長期履修学生として申請する資格は，次の各号のいずれかに該当する者（以下「申請

者」という ）とする。。

(1) 大学院学校教育研究科（以下「大学院」という ）の入学者選抜試験に出願した者。

で，次のいずれかに該当する者

ア 主たる生計を維持するため職業に就いている者

イ 疾病等のため，毎日の通学が困難な者

ウ その他学長が認めた事由

(2) 上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程（平成16年規程第72号）第６条の２の

規定に定める教育職員免許取得プログラム受講の申請者

（申請）

３ 申請者は，別に定める長期履修申請書を次の各号に掲げる期日までに，学務部教育支

援課（以下「教育支援課」という ）に提出しなければならない。。

(1) 前項第１号による申請者は，当該入学願書出願期間の末日

(2) 前項第２号による申請者は，当該教育職員免許取得プログラム申請期間の末日

（選考及び許可）

４ 前項の申請に基づき，大学院の入学者選抜試験に合格した者のうちから，教務委員会

が申請者の所属予定コース・分野の意見を聞いて書類審査により選考を行い，教授会の

議を経て，学長が許可する。

（履修期間の変更）

５ 長期履修学生が，２年の標準修業年限に変更を希望する場合は，あらかじめ専門セミ

ナー担当教員の承認を得て，別に定める長期履修変更申請書（以下「変更申請書」とい

う ）を教育支援課に提出しなければならない。この場合において，変更申請書の提出。

期限は，２年次の９月30日（その日が休業日に当たるときは，休業日の翌日）までとす

る。



（履修期間の変更許可）

６ 前項の変更申請に基づき，教務委員会において変更の可否を審査し，教授会の議を経

て，学長が許可する。

（事務の処理）

７ 長期履修学生に関する事務は，教育支援課において処理する。

（その他）

８ この要項に定めるもののほか，長期履修学生に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この要項は，平成16年６月16日から施行し，平成17年度入学生から適用する。

附 則

この要項は，平成16年11月17日から施行し，平成17年度入学生から適用する。











４ 国立大学法人上越教育大学 運 営 図
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５ 国立大学法人上越教育大学 組 織 図
平成１６年４月１日現在
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６ 国立大学法人上越教育大学教員任期規程

平成16年12月15日

（ ）規 程 第 1 0 4 号

国立大学法人上越教育大学教員任期規程

（目的）

この規程は，大学の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第82号。以下第１条

「法」という）第５条第２項及び国立大学法人上越教育大学職員就業規則（平成16年規

則第10号。以下「就業規則」という ）第３条第３項の規定に基づき，国立大学法人上。

越教育大学に期間を定めて雇用する職員のうち大学教員（以下「任期付教員」とい

う ）の任期について必要な事項を定める。。

（教育研究組織等）

法第４条第１項の規定により任期付教員を雇用できる教育研究組織，職，任期及第２条

び労働契約の更新（以下「再任」という ）等に関する事項は，別表に定めるとおりと。

する。

２ 前項の規定による任期は，教員が当該任期中（当該任期が始まる日から１年以内の期

間を除く ）にその意思により退職することを妨げるものではない。。

３ 教員は，当該任期が始まる日から１年以内の期間内であっても，やむを得ない事情が

ある場合は，学長の承認を得て退職することができる。

４ 第１項の規定による任期の期間内に，就業規則第16条第１項第１号に基づく定年によ

り退職することとなる日を迎える場合の任期は，第１項の規定による任期の年数にかか

わらず，定年により退職することとなる日までとする。

（同意）

任期を定めて雇用する場合には，文書により，雇用される者の同意を得なければ第３条

ならない。

（公表）

この規程を定め，又は改正したときは，学内外に広く周知を図るものとする。第４条

（細則）

この規程に定めるもののほか，大学教員の任期に関する事項は，学長が必要な都第５条

度定める。

附 則

この規程は，平成16年12月15日から施行する。



（第２条関係）別表

教 育 研 究 組 織 任期 根拠規定
対象と 再任に関

なる職 する事項

法第４条第１
学校教育総合研究センター

項第１号
教育実践研究部門教師教育総合研究分野 助教授 ３年 再任不可



７ 国立大学法人上越教育大学自己点検・評価規則

平成17年３月16日

（ ）規 則 第 ４ 号

国立大学法人上越教育大学自己点検・評価規則

（目的）

この規則は，国立大学法人上越教育大学学則（平成16年学則第１号）第２条第３第１条

項の規定に基づき，上越教育大学（以下「本学」という ）が自ら行う点検及び評価等。

並びの実施体制等について必要な事項を定める。

（定義）

この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに第２条

よる。

(1) 自己点検・評価 学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という ）第69条。

の３第１項の規定に基づき，本学が自ら行う点検及び評価をいう。

(2) 認証評価 法第69条の３第２項の規定に基づき，認証評価機関が行う評価をいう。

(3) 法人評価 国立大学法人法（平成15年法律第112号）第35条により準用する独立行

政法人通則法（平成11年法律第103号）第32条第１項及び第34条第１項の規定に基づ

き，国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。

， ， ， ， ， ，(4) 部局等 役員会 経営協議会 教育研究評議会 教授会 各種委員会 附属図書館

， ， ， ，学校教育総合研究センター 保健管理センター 情報基盤センター 心理教育相談室

実技教育研究指導センター，障害児教育実践センター，各附属学校，事務局各課・室

及び各部・講座等をいう。

（実施体制）

自己点検・評価，認証評価及び法人評価（以下「自己点検・評価等」という ）第３条 。

に係る企画，立案及び実施に関する統括は，国立大学法人上越教育大学大学評価委員会

（以下「委員会」という ）が行う。。

（自己点検・評価の基本項目）

自己点検・評価の基本項目（以下「基本項目」という ）は，次の各号に掲げる第４条 。

とおりとする。

(1) 本学の目的

(2) 教育研究組織

(3) 学生の受入

(4) 教育

(5) 研究

(6) 学生支援等

(7) 国際交流

(8) 社会連携

(9) 施設・設備



(10)財務

(11)管理運営

（評価基準等の設定）

前条に規定する基本項目の具体的な自己点検・評価の基準（以下「評価基準」と第５条

いう ）は，別に定めるものとする。。

２ 評価基準ごとに観点・指標を定めるときは，必要に応じて部局等の意見を聴くものと

する。

３ 委員会は，教育研究環境及び社会状況の変化に応じ，評価基準及び評価基準ごとの観

点・指標について見直しを図り，観点・指標については，委員会が必要に応じて改正で

きるものとする。

（自己点検・評価の実施）

自己点検・評価は，部局等がそれぞれ所掌する業務について実施し，これらを踏第６条

まえて，委員会が本学全体について実施するものとする。

２ 委員会は，自己点検・評価の実施に当たり，第４条に定める基本項目及び前条第１項

に定める評価基準のうち，当該年度に実施する事項を選定するものとする。

３ 自己点検・評価に係る実施要項の作成に当たっては，国立大学法人上越教育大学経営

協議会及び国立大学法人上越教育大学教育研究評議会（以下「経営協議会及び教育研究

評議会」という ）の議を経るものとする。。

４ 第２項の規定にかかわらず，すべての部局等は，当該部局等の運営状況等についての

自己点検・評価を毎年度実施するものとする。

（認証評価の実施）

認証評価は，原則として７年ごとに受けるものとする。第７条

２ 認証評価は，部局等がそれぞれ所掌する業務について認証評価機関が定める基準等に

従って実施し，これらを踏まえて，委員会が本学全体について実施するものとする。

（法人評価の実施）

法人評価は，国立大学法人法等関係法令の定めるところにより部局等がそれぞれ第８条

所掌する業務について実施し，これらを踏まえて，委員会が本学全体について実施する

ものとする。

（学生又は学外者の意見の反映）

部局等は，自己点検・評価の実施に当たり，学生又は学外者の意見が適切に反映第９条

されるよう努めなければならない。

（自己点検・評価等の結果及び公表）

委員会は，自己点検・評価を終了したときは，その結果を学長に報告するもの第１０条

とする。

２ 学長は，経営協議会及び教育研究評議会の議を経て，自己点検・評価の結果を決定す

るものとする。

３ 学長は，自己点検・評価等の結果を公表するものとする。

（自己点検・評価等の結果に基づく改善）

， ， ，第１１条 学長は 自己点検・評価等の結果に基づき 改善が必要と認めた事項について

当該部局等の長に改善を指示するものとする。



２ 当該部局等の長は，前項の改善指示を受けたときは，改善案を作成し，総合企画室に

提出するものとする。

３ 総合企画室は，前項の改善案に意見を付して学長に報告するものとする。

４ 学長は，前項の報告に基づき，改善策を決定するものとする。

（監事への報告）

学長は，自己点検・評価等の結果を監事に報告するものとし，改善策を定めた第１２条

ときも同様とする。

（細則）

この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，学長が別第１３条

に定める。

附 則

この規則は，平成17年４月１日から施行する。



実 施 組 織
⑤点検・評価の実施 ⑭改善案の作成

⑥大学評価委員会へ点検・評価書を提出 ⑮改善案を総合企画室へ提出

⑲改善

８ 上越教育大学自己点検・評価体制

学 長
②点検・評価項目及び実施方法を経営協議会又は教育研究評議会へ付議

⑨点検・評価結果を経営協議会及び教育研究評議会へ付議

⑬評価結果の決定，監事への報告，評価結果の公表及び改善に向けた指示

⑰改善策の決定及び監事への報告

⑱改善の指示

大学評価委員会
①点検・評価項目及び実施方法の企画，立案

④点検・評価項目及び実施方法の通知

⑦実施組織からの点検・評価結果の取りまとめ

⑧学長へ点検・評価結果を報告

経営協議会
③組織及び運営に関する点検・評価項目等の審議

⑩組織及び運営に関する点検・評価結果の審議

⑪改善事項の決定

教育研究評議会
③教育及び研究に関する点検・評価項目等の審議

⑩教育及び研究に関する点検・評価結果の審議

⑪改善事項の決定

監 事

理事・副学長 理事 理事 副学長 副学長

（評価）

役員会

⑫重要事項を議決

学長

大学情報

の提供

点検・評価活

動等の支援

情報収集

分析・支援

評価情報

の公表

評価情報

の収集

学

外

情報支援

大学情報ＤＢ

へ情報提供

大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構

総合企画室
⑯学長へ改善策に意見を付して報告


